
 

 

必須 – 経 550 

令和 8 年 4 月 1 日 

平素は弊庫をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。 

当金庫では令和 8 年 7 月 6 日（月）より緑町支店・中野支店・糸井支

店・三条支店の 4 店舗を預金特化店舗へ移行し「昼休業を導入」すると

ともに、「預金・為替・両替・各種納付」以外の全ての業務を行わないこ

とと致しました。すでに 4 支店でお取引をいただいているお客様におか

れましては、今後の各種ご相談は以下の店舗をご利用くださいますよう

お願い申し上げます。 

なお、昼休業時も ATMは通常通りご利用いただけます。 

① ご融資に関するご相談 

現在のお取引店舗  今後のご相談店舗 

緑町支店 
➡ 本店 

中野支店 

糸井支店 ➡ 西支店 

三条支店 ➡ 光洋支店 

② 金融商品のお買い求めなどのご相談 

錦岡支店・川沿支店・緑町支店・中野支店・糸井支店・三条支店以外の 

店舗をご利用ください 

③ 昼休業時間 

店舗 緑町支店 中野支店 糸井支店 三条支店 

昼休業時間 11:30 ～ 12:30 12:30 ～ 13:30 

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

取扱業務変更のご案内 


